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京都地方最低賃金審議会の意見に対する 

異議申出書 
 

 ８月１０日京都地方最低賃金審議会から提出された最低賃金改定の意見について異議を

申し出ます。 

 

１．最低賃金を 40円引き上げ 1008円とする意見については低すぎます。 

２．地域間格差の是正から離れています。 

３．昨年来の物価上昇への対応もあるべき水準についても見えてこない意見です。 

 

【理由について】 

１．京都府の最低賃金がようやく 1000円を越えたことは評価しますが、最低賃金法第１

条の「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者

の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資するとともに、

国民経済の健全な発展に寄与する」という目的には不十分で低すぎます。「毎月勤労統

計調査」によれば昨年の正社員の平均労働時間は月 162.3時間（時間外労働含む）で

した。京都の答申 1008円の時間単価で計算すると 163,598円、12カ月で１９６

万円です。ワーキングプアの水準としてよく言われる２００万円にも届きません。正

社員と同じだけ働いてもこの水準です。また２００万円以下をワーキングプアと言い

始めてからすでに何年も経っていますがこの間、物価は急激に上がっています。生活

必需品などの「基礎的支出」で物価を見れば、2020年を 100としたとき 2023年

では 109.5と約１割上昇しています。ワーキングプアはより“プア”になっているの

です。昨年の最低賃金改定が物価上昇に追いつかなかった結果、低所得層の家計は物

価高に対応するために貯金の取り崩しや借金で対応することになり、今年の改定額答

申ではその穴埋めもままなりません。私たちはこの約１０年間、最低賃金１５００円



以上を目標にしてきましたが、先進国の例を見れば１５００円をはるかに上回る水準

になっています。早急に 1500円を実現する必要があります。日本の貧困率は 15.4％

（2021 年）で OECD 諸国の中でも最下位のグループになっています。最低賃金の

引き上げによって貧困を減らすことができます。 

 

2．今年、最低賃金のランクが 4ランクから 3ランクに変更され、地域間格差の是正が進

むのではないかとの期待が高まりました。残念ながら中央最低賃金審議会の目安の答

申はこのような期待を裏切るものでした。中央審議会の公益委員見解では「地域別最

低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る」と

比率で引上げと言っていますが、C ランクの多くの地方で、また B ランクでも一部、

２円～８円目安額を超える答申が出されています。最高と最低の金額が開いていくこ

とに対する地方からの異議申し立てが各地方の答申の結果に表れています。絶対額で

の格差是正が求められているのです。京都府で言えば、隣接の大阪府との差は 2022

年度の５５円差から、さらに１円差が開く答申になっています。１円といえども差が

開いていくことが問題なのです。京都も社会的人口増減では 2020 年の-0.15 から

２０２１年には-0.18と人口減少が大きくなっています。地域間格差の解消に向け全

国一律最低賃金を実現すべきです。若い世代を中心とした人口流出が地方の人手不足

と過疎化や荒廃を生んでいます。これは日本人だけでなく、技能実習生など外国人労

働者にも当てはまります。人手不足の地方では外国人労働者も募集が困難です。 

 

3．京都地方最低賃金審議会の答申では、年収の壁問題の本質的な改正と、中小企業・小規

模事業者の支払い能力を補完する具体的な支援を国に求めています。中小企業支援策

は、現実に最低賃金を引き上げていくために重要なポイントであると考えます。年収

の壁問題は制度上の問題の解決は必要ですが、それ以上に、実質賃金が下がり続け、

世帯所得も2019年の中央値437万円に対して 2022年の中央値は 423万円と下

がっている現実の前では仕事に見合った大幅な賃上げが壁を超える動機になると思い

ます。非正規雇用労働者の賃金が低すぎることが最大の問題です。さらに、物価高騰



に追いつかない賃金がとりわけ低賃金労働者の生活破壊につながっている現実を最低

賃金底上げで解決することを真剣に検討すべきです。１．で貧困率を述べましたが、

各国とも「貧困撲滅」の努力を強力に行っています。日本の貧困率もわずかに改善は

していますが、諸外国の努力に劣っている結果、OECD の最下位グループになってい

るのです。最大の原因は低賃金の非正規雇用労働者が増加し、賃金全体の下向き圧力

になっていることです。これを転換しない限り貧困は減少しません。最低賃金は生存

権を支えるにふさわしい水準であるべきです。それは生活保護や年金、障がい者福祉

にも大きな社会的影響を及ぼします。「いくら引き上げるのか」、「いくら支払えるのか」、

という観点からだけではなく、最低賃金のあるべき水準を定め、それを実現するため

にどのような施策が必要なのかという角度からの本格的な検討が必要です。とりわけ

中小企業・小規模事業が多く、日本の伝統産業を支える京都から、地域の現状を踏ま

えてそのような議論の先駆けとなることを強く求めます。また物価高騰は今後も続く

可能性が高いです。ガソリン代の高騰はすべての商品の輸送コストに跳ね返ります。

帝国データバンクが発表しているように食料品の値上げは昨年以上の数になっていま

す。円安傾向も継続しており輸入品の価格はますます高騰します。このような状況が

続いている中で、今回の改定を超える物価上昇（目安として 4％以上）がある場合に

は、最低賃金法「第十二条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金

について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を

考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定

をしなければならない。」に基づき、再改定の審議を速やかに開始することを求めます。 

 
以上 


